様式１

様式１（令和６年４月～）

保護者　様
豊橋市教育委員会
学校保健安全法に基づく「医療券」について

１　医療券を使用できる疾病

①トラコーマ、結膜炎　②白癬、疥癬、膿痂疹　③中耳炎　④慢性副鼻腔炎、アデノイド
　⑤う歯（むし歯）　⑥寄生虫病（虫卵保有者を含む）のうち、治療の申請があったもの

２　医療券申請の手続きについて
（１）「医療券申請書」に必須事項をご記入のうえ、申請書に記載された保護者の個人番号（マイナンバー）及び身元を確認出来る書類の写しと児童生徒の個人番号（マイナンバー）の確認ができる書類の写しを裏面に添付し、学校より配付された返信用封筒を使用し郵送ください。（添付資料については裏面を参照ください。）
（２）保健給食課より医療券をご家庭へ郵送します。
※申請から医療券発行までにおおよそ１週間程度かかります。
※早急に医療券を使用したい場合については、事前に保健給食課までご連絡いただくようお願いします。

３　医療券の使用について
・医療券で治療する旨を診療前に必ず医療機関へ伝えてください。（交付年月日から有効）
・事前に申請し交付を受けてから、医療機関で診療を受けてください。
医療券なしで治療された場合、費用を負担することはできません。
・医療券には使用期限があるため、使用しなかった医療券は、すみやかに保健給食課又は学校まで返却してください。
・対象外の疾病等と同時治療の場合は、医師と相談の上、対象外の疾病分のみ自己負担金を医療機関にお支払いください。

４　その他
・医療券を持参しても、上記以外の疾病であった場合には、医療券は使用できません。
　　　　（対象外となる疾病の例）
　　　　　アレルギー性結膜炎等、アレルギーによるもの
　　　　　要注意乳歯、歯肉炎、歯周病等【歯の治療は、う歯（むし歯）以外は対象外】
・子ども医療費助成制度等を優先して使用してください。


 (
Jw03iryouken01.2024
)（教育部　保健給食課　【市役所１１階】　電話５１－２８３５）
医療券申請時の必要となる書類一覧

	手続き方法
	申請を行う場合の本人確認のために必要な書類

	
	番号の確認
	身元の確認
	代理権の確認

	【保護者必要書類】
・番号確認書類
・身元確認書類
①から③のいずれかを
提出してください。

	[image: 20150409_01]①保護者の個人番号カード（写真付き）の写し





※表面と裏面の写しを添付してください
	

	
	②保護者の通知カードの写し
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③保護者の個人番号が記載された住民票の写し

	②③保護者の身元の確認ができる書類（１）または（２）
（１）顔写真があるもの
　以下のいずれか一つ
運転免許証、在留カード、旅券、身体障害者手帳など
（２）顔写真のないもの
　以下のいずれか二つ
被保険者証、年金手帳、社員証、資格証明書など
	

	【児童生徒必要書類】
・番号確認書類
①から③のいずれかを提出してください。




	①児童生徒の個人番号カード（写真付き）の写し
　表面と裏面の写しを添付してください
　※上記、保護者①参照

②児童生徒の通知カードの写し
　※上記、保護者②参照

③児童生徒の個人番号が記載された住民票の写し

	






	保護者以外（祖父母等）が保健給食課窓口で
申請する場合【注】
	・保護者の個人番号が分かる書類の写し（上記参照）
・児童生徒の個人番号が分かる書類の写し（上記参照）
	窓口に来られた、代理人の身元確認の出来る書類（上記と同じ）
	委任状
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)【注】　窓口申請については、事前に保健給食課（０５３２－５１－２８３５）までご連絡ください
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